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お知らせ

き
認
定
書
を
交
付
し
ま
す
。　

申  

来
庁
ま
た
は
郵
送
で
健
康
福
祉
課

に
ご
申
請
く
だ
さ
い
。

※ 

窓
口
で
申
請
さ
れ
る
と
き
は
、
印

鑑
と
介
護
保
険
被
保
険
者
証
が
必

要
で
す
。

※ 

郵
送
で
申
請
さ
れ
る
と
き
は
、
介

護
保
険
被
保
険
者
証
の
写
し
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
！

※ 

こ
の
認
定
書
は
、
確
定
申
告
用
に

限
り
使
用
で
き
る
も
の
で
す
の
で
、

確
定
申
告
を
さ
れ
な
い
方
は
、
取

得
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※ 
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、

精
神
保
健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者

手
帳
を
お
持
ち
の
方
は
、
確
定
申

告
時
に
こ
れ
ら
の
手
帳
を
提
示

（
郵
送
の
場
合
は
写
し
を
送
付
）す

れ
ば
障
が
い
者
控
除
が
受
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
こ
の
認
定
書
を
取
得

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

公
共
下
水
道
へ
の
接
続

を
お
願
い
し
ま
す

問
産
業
建
設
部
都
市
整
備
課
撒（
57
）４
１
４
７

　
産
業
建
設
部
産
業
課
撒（
57
）４
１
５
２

　

下
水
道
管
が
整
備
さ
れ
た
区
域
で

は
、
公
共
下
水
道
に
接
続
す
る
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
接

続
の
世
帯
等
は
、
速
や
か
に
接
続
を

し
て
く
だ
さ
い
。
接
続
工
事
は
、
町

の
指
定
を
受
け
た
指
定
工
事
店
に
依

頼
し
て
下
さ
い
。

　

〜
井
戸
水
を
使
用
の
方
へ
〜

　　

公
共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排
水

を
使
用
の
場
合
、
使
用
人
数
１
人
に

つ
き
１
か
月
６
立
方
メ
ー
ト
ル
で
算

定
し
ま
す
。

　

使
用
を
始
め
て
か
ら
変
更
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
か
。
使
用
料
を
算
定
す
る

基
準
に
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う

な
と
き
は
、
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
使
用
人
数
に
変
更
が
あ
る
と
き

※
新
た
に
上
水
道
を
使
用
す
る
と
き

野
木
町
学
校
給
食
栄
養

士
の
募
集

問
こ
ど
も
教
育
課
（
57
）４
１
８
２

　

町
教
育
委
員
会
で
は
、
町
内
小
・

中
学
校
の
学
校
給
食
に
係
る
栄
養
士

嘱
託
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
期
間　

　

１
月
６
日（
水
）〜
22
日（
金
）

　

最
終
日
は
午
後
５
時
必
着

提
出
書
類

・
履
歴
書（
写
真
貼
付
）

・
栄
養
士
ま
た
は
栄
養
教
諭
免
許
写
し

・
運
転
免
許
証
写
し

勤
務
内
容

・
学
校
給
食
管
理
業
務

・
食
に
関
す
る
指
導
業
務

・
学
校
給
食
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応

　

に
関
す
る
業
務　

等

勤
務
場
所

　

町
こ
ど
も
教
育
課

委
嘱
期
間　

　

４
月
１
日
〜
翌
年
３
月
31
日

　
（
継
続
あ
り
・
更
新
期
間
含
め
５
年
以
内
）

勤
務
時
間　

・
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
３
時

・
週
５
日
以
内
、

　

８
月
は
勤
務
を
要
し
な
い

・
原
則
月
曜
日
〜
金
曜
日

報
酬　

時
給
８
９
０
円　

　

年
２
回
割
増
あ
り（
初
年
度
は
１
回
）

手
当　

通
勤
手
当（
町
条
例
に
よ
る
）

募
集
人
員　

１
名

選
考
方
法　

　

書
類
・
面
接
に
よ
る
選
考

申
込
先　

　

〒
３
２
９-

０
１
９
５

　

教
育
委
員
会
こ
ど
も
教
育
課

　

学
校
教
育
係

障
が
い
者
控
除
対
象
者

の
認
定

問
町
民
生
活
部
健
康
福
祉
課
撒（
57
）４
１
７
３

　

野
木
町
に
住
所
が
あ
り
、
要
介
護

認
定
を
受
け
て
い
る
方
、
ま
た
は
そ

の
扶
養
者
に
、
確
定
申
告
の
際
に
所

得
控
除
を
受
け
ら
れ
る
「
障
が
い
者

控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付
し
ま

す
。

交
付
要
件

対 

要
介
護
３
〜
５
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
常
に
就
床（
ね
た
き
り
）

の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

認
定

　

野
木
町
障
が
い
者
控
除
対
象
者
認

定
要
綱
「
障
が
い
者
基
準
」
に
よ
り
、

所
得
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象

年
12
月
31
日
現
在（
対
象
年
中
に
亡

く
な
ら
れ
た
方
は
そ
の
日
付
）の
要

介
護
認
定
な
ど
に
基
づ
き
審
査
を
行

い
認
定
し
ま
す
。

交
付

　

審
査
の
結
果
、
認
定
さ
れ
る
と
認

定
書
を
交
付(

郵
送)

し
ま
す
。

※ 

平
成
23
年
分（
平
成
23
年
12
月
31

日
付
認
定
）以
降
で
あ
れ
ば
、
平

成
27
年
分
ま
で
の
認
定
書
も
交
付

で
き
ま
す
。

※ 

対
象
者
が
対
象
年
12
月
31
日
以
前

に
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
は
、
亡
く

な
っ
た
日
の
要
介
護
認
定
に
基
づ


